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国立療養所非定型抗酸菌症共同研究班で向後暫定的に

使用する 「非定型抗酸菌症(肺 感染症)診 断基準」

受付 昭和55年8月18日

国立療養所 非定 型抗酸 菌症共 同研究班(以 下,国 療共

研)は,去 る昭和55年8月7日 に研究班会議 を名古屋 で

開催 して,次 の ような 「診断基準」 を暫定的 に採用致す

こととした。暫定的 に とい う意味は,向 後,不 都合な こ

とがあれば,改 定す る とい うことであ る。 この案 の骨子

は,次 の文献*に 基づ き,班 員諸氏 の意見を加えて修 正

した ものである。学会会員諸先生 のご参考のためにご記す。

*束村道雄:非 定型抗酸菌に よる肺疾患の診断基 準案,

結核,53:367～376,1978.

国立療養所非定型抗酸菌症共同研究班で使用 す る 「非

定 型抗酸菌症診断基 準」(暫定案)

1)　新 たに病 巣が出現 した場 合

(a)　 1カ 月以内に,3～12回 の喀痰培養検査 を行 な

つて,同 一菌種 の病源性抗酸菌 を2回 以上証 明す る。

(b)　 毎月1回 の培 養検査 の場合 は,3カ 月以 内に2

回以上,同 一菌 種の病 源性抗酸菌 を証 明す る。

X線 縁での新 しい病巣(空 洞 または乾酪性病変 と思わ

れ る病巣)の 出現 と,上 記の(a)ま たは(b)の 排菌が

同時に観察できた場 合は,感 染症 と考 える。

(注)排 菌の量(分 離培 地上の集落数)は100集 落以下

で もよい。

2)　 既 に硬 化巣 中空洞 または硬化壁空洞が存在 してい

た場合

6カ 月以 内に,3～6回 の検査 で,3回 以上,同 一菌

種 の病源性抗酸菌を証明す る。

なお,上 記3回 以上 の排菌 の中 で,少 な くとも1回 以

上 は100集 落以上 の排菌 であ ることを示す必要があ る。

また,上 記 の排菌は,臨 床症状の変化(X線 縁の空 洞拡

大,発 熱,咳 漱,喀 痰の増加な ど)と 関連する こと。

国立療養所非定 型抗酸菌症共 同研究班

班長 束村 道雄

(班員氏名:久 世 彰彦 ・松 田徳 ・田村 昌敏 ・下 出久雄 ・

伊藤 忠雄 ・近藤 弘子 ・東村道雄 ・喜多舎予彦 ・吉本五勇 ・

山本好孝 ・三谷良夫 ・川上景 司 ・中島直人 ・代 田伯光)


